
令和８年度県産日本酒等の海外展開支援業務公募型プロポーザル説明書 

 

１　業務概要 

(1)　業務の目的 

本県では、地域ブランド力の高い「日本酒」と「牡蠣」を重点品目と位置づけ、「広島らしさ」に焦点を

当てながら、海外市場への浸透を図っている。 
本県を訪れる外国人観光客の約半数は欧米豪からであり、特にフランスからの観光客も多く、2014年か

らは、「食の都」として知られるフランスを中心に、県産日本酒のブランド化推進に取り組んでいる。この

結果、フランスでの県産日本酒の認知度は着実に高まっている。 
今後は、県産日本酒のテロワール（産地特有の風土）の訴求と牡蠣との組み合わせによるプロモーション

を実施し、相乗効果を活かしながらフランスをはじめとした欧州市場でのブランド化と販路拡大を図ってい

く。 
また、今年5月には世界最大級の酒類品評会である IWC2026「SAKE部門」審査会を広島で開催したこ

とで、県産日本酒への海外審査員などの注目度が高まっており、これを一過性のものに終わらせず、プレミ

ア市場獲得につなげるため、IWC「SAKE部門」の最高賞「チャンピオン・サケ」などの発表が行われるイ

ギリス・ロンドンでのアワード・ディナー等に参加し、県産日本酒のプロモーションを実施する。 
さらに、今後成長が見込まれるアジア市場に向けて、試行的な取組として「日本酒」と「牡蠣」の組み合

わせによるプロモーションも展開し、その可能性を探っていく。 

(2)　業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

(3)　履行期間 

契約締結の日から令和９年２月26日（金）まで 

(4)　事業予算限度額 

15,380千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２　注意事項 

(1)　公募型プロポーザル参加資格 

ア　資格確認申請書【様式１】提出期限 

令和８年６月30日（火）　午後５時（必着） 

イ　添付書類 

公募型プロポーザル参加希望者は、公告で定める公募型プロポーザル参加資格要件に応じ、次に掲げる必

要な書類を申請書に添付すること。 

・　会社概要説明書【様式２】 
・　共同企業体構成書【様式３】、委任状【様式４】（共同企業体で提案する場合） 
・　機密データの保存等に関する申出書【様式５】 
　また、次の書類について、発行日が広告日から３か月以内のものを申請書に添付すること。 
・　広島県の納税証明書（広島県内に事業所等が全くないなど、納税義務がない場合を除く） 
・　消費税及び地方消費税（国税）の納税証明書 
※広島県の令和７～９年物品・委託役務競争入札参加資格を有している場合は、広島県並びに消費税及び

地方消費税（国税）の納税証明書の提出は不要とする。 
ウ　費用の負担 

申請書及び上記イに定める必要な書類等（以下「申請書等」という。）の作成及び提出に要する費用は、公



募型プロポーザル参加希望者の負担とする。 

エ　申請書等の提出 

持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便

事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。（民間宅配事業者のいわゆ

る「メール便」はこれに当たらない。） 

≪提出先≫  

　　　〒730-8511　広島市中区基町10番52号 

広島県商工労働局県内投資促進課（広島県庁東館庁舎３階） 

　電話（082）513-3385(ダイヤルイン) 

電子メールアドレス syosokushin@pref.hiroshima.lg.jp 

オ　虚偽の記載 

申請書等に虚偽の記載をした者については、提出された公募型プロポーザル参加資格確認申請書を無効と

するとともに、指名除外措置を行うことがある。 

(2)  業務委託仕様書等に対する質問 

ア　仕様書等に対する質問書【様式６】提出期限 

令和８年７月２日（木）　午後１時 

仕様書に対する質問がある場合は、指定様式を電子メールにて提出することとし、提出先は上記(1)エの

場所とする。件名を「令和８年度県産日本酒等の海外展開支援業務に係る公募型プロポーザルについての質

問」とし、送信後、提出先に電話により着信の確認を行うこと。 

イ　上記アに対する回答日等 

令和８年７月６日（月）に公募型プロポーザル参加者全員に回答する。回答については、公募型プロポー

ザル参加資格を有する者のした質問のみ電子メールにより回答する。 

ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接に関わるものについては、質問者に対し

てのみ回答する。 

(4)　提案書 

ア　提案書提出期限 

令和８年７月８日（水）　午後５時（必着） 

提出方法は、持参又は郵便等によることとし、データも併せて提出すること。提出部数等については、

「提案書作成要領１ 企画提案時の提出書類（任意様式）」のとおり。 

イ　提案書提出場所 

上記(1)エの場所 

ウ　提出された提案書の取扱い 

(ｱ)　提出された提案書は、返却しない。 

(ｲ)　提案書は、広島県情報公開条例に基づき公開する場合を除き、本業務受託候補者の選考以外に提案書の

提出者に無断で使用しないものとする。 

エ　 虚偽の記載 

提案書に虚偽の記載をした場合には、提案書を無効とするとともに、指名停止の措置を行うことがある。 

(5)  最優秀提案者の決定等 

ア  審査方法 

　　　 提案書、あらかじめ定めた提案書評価基準に従い、令和８年度県産日本酒等の海外展開支援業務公募型プ

ロポーザル選定委員会が審査し、評価基準に定める要件を満たし、かつ、最も高い評価値を得たものを最優



秀提案者として決定する。 
イ　結果の通知 

　　　　令和８年７月14日（火）までに、すべての提案書作成者に対し、参加資格確認申請書に記載されたメー

ルアドレスに電子メールで通知する。 

ウ　最優秀提案者として選定されなかった者に対する理由説明等 

(ｱ)　最優秀提案者として選定されなかった者に対しては、その旨を書面により通知する。 

(ｲ)　上記(ｱ)の通知を受けた者は、広島県商工労働局県内投資促進課に対して、その理由説明を求めること

ができる。 

(ｳ)　説明を求める場合は、令和８年７月15日（水）までにその旨を記載した書類を提出すること。 

(ｴ)　上記(ｳ)に対する回答は、令和８年７月16日（木）までに書面により行う。 

(6) 提案書の取り下げについて 

ア　提出した提案書を取り下げる場合は、速やかに「取り下げ願い書」【様式７】を提出すること。 

提案書の提出後契約締結までの間に参加資格を満たさなくなった場合も同様とする。 

なお、取り下げ願い書の提出があった場合にも提出された書類は返却しない。 

イ　提出期限までに提案書を提出しない者は辞退したものとみなす。 

ウ　提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。なお、部分的な差替えは認めない。 

(7)　その他 

ア　支払条件 

業務完了後の一括払とする。ただし、県が必要があると認めるときは、委託料の一部を概算払いすること

ができる。 

イ　手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

３　契約事項 

(1)　公募型プロポーザルに関する要領 

　　　物品調達・委託役務業務公募型プロポーザル事務処理要領に基づき執行する。 

 (2)　契約の締結 

県は最優秀提案者と提出された提案書を参考に業務内容等について協議を行い、協議が調った場合に、契約

担当職員が別途定める予定価格の範囲内で契約を締結する。 

この協議の際に、提出された提案書の内容等を一部変更する場合がある。 

また、最優秀提案者と協議が調わない場合にあっては、次点の提案として評価した者と協議の上、契約を締

結する場合がある。 

(3)　契約事項に関する規則 

広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 

(4)　契約保証金 

公告に定めるとおり 

(5)　地方自治法第234条の３の規定に基づく長期継続契約 

適用なし 

 

 

 



４　添付書類 

(1)　公告の写し 

(2)　業務委託仕様書 

(3)　業務委託契約書（案） 

(4)　提案書作成要領 

(5)　提案書評価基準 

(6)  様式類 

【様式１】公募型プロポーザル参加資格確認申請書 

【様式２】会社概要説明書 

【様式３】共同企業体構成書 

【様式４】委任状 

【様式５】機密データの保存等に関する申出書 

【様式６】仕様書等に対する質問書 

【様式７】取り下げ願い書 

 

　 

【問い合わせ先】 
　広島県商工労働局県内投資促進課 
　　　　　　　販路拡大支援グループ　高階 
　電話　082-513-3385（ダイヤルイン） 
　電子メール syosokushin@pref.hiroshima.lg.jp


